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平
成
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四
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三
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純
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郎

衆
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院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
山
田
敏
雅
君
提
出
外
国
人
技
能
実
習
生
に
か
か
る
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。
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年
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一
日
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号



衆
議
院
議
員
山
田
敏
雅
君
提
出
外
国
人
技
能
実
習
生
に
か
か
る
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

厚
生
年
金
保
険
制
度
は
、
被
用
者
の
老
齢
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
保
険
給
付
を
行
い
、
被
用
者
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活

の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
主
と
の
間
に
一
定
の
使
用
関
係
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
被
用
者
の
日
本
国
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
強
制
的
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
外
国
人
技
能
実
習
生
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
は
厚
生
年

金
保
険
の
被
保
険
者
と
な
り
、
被
保
険
者
期
間
中
に
障
害
又
は
死
亡
と
い
う
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
保
険
給
付
が
行
わ

れ
、
保
険
事
故
が
発
生
せ
ず
、
帰
国
し
た
と
き
は
脱
退
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
取
扱

い
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


